
33条技術基準に適合した計画となっている

また、その内容について建築局宅地審査部と調整している

□ 幅員（道路幅員、隅切り長、転回広場の形状）を基準通り表示している

□ 認定番号、既存道路勾配、道路延長を表示している

□ 隅切り部の内勾配を表示している

□ 道路自費工事に関して、事前に土木事務所と調整した上で表示している

□ 道路排水施設の種別（ex：L型タイプ6、ＬＵタイプ1など）を表示している

□ 歩道がある交差点部には、車止め・点状ブロック等が配置されている

□ 道路内で水が溜まるような箇所はない

□ 下法がある場合、安全施設の位置・構造・高さ等を表示している

□

□ 現道との取付部は最低6m、緩勾配（2.5%以下）としている

□ 勾配変移箇所には縦断曲線の長さを表示している

□ 取付け部の既存道路の勾配も表示している

□ LEVEL区間は設けていない（縦断曲線部は可）

□ 終端部に緩勾配を配置している

□ 舗装構成・厚さ・横断勾配を表示している（既存道路は土木事務所に確認）

□ 下法がある場合、安全施設の位置・構造・高さ等を表示している

□ 道路排水施設の種別（ex：L型タイプ6、ＬＵタイプ1など）を表示している

□ 民地側の地盤高を表示している

□ 擁壁の位置（底版含む）を表示している

□ 「道路構造物標準図集」を使用している（図集のものは添付不要）

□ 図集以外を使用する場合、構造図を添付している

□ 「横浜市道路占用許可基準」に適合した計画となっている

□ 地上地下既存も含めて（特に電柱に注意）、表示をしている

□ 排水協議済みのものを添付している

□ 構造物等の名称の表示している

□ 道路排水施設に流れる方向（矢印）を表示している

□ 階段がある場合、詳細図を添付している

□ 図面ごとの相違がない（整合性がとれている）

※　協議図書提出前に、事前のチェックをこのシートにて行ってください。

※　添付図書の順番及び着色は、「開発行為に伴う道路に関する手続き要綱」に従ってください。

排水計画平面図

その他

開発基準 □

道路計画平面図

道路縦断面図

占用物件計画図

構造図

安全施設（ガードレール・フェンス・車止め・視線誘導標等）を必要な箇所に表示して
いる

□ 舗装形態・拡幅状況別の断面図を表示している
（事業主管理・公道拡幅部・2.25ｍ拡幅部・既存道路など）

道路標準断面図

切り下げ位置、高さは「自動車乗入れ施設の施行に関する基準」に適合した形状で
表示している

移設する電柱位置（道路幅員6.5ｍ以下・歩道幅員2.5ｍ未満には不可、既存道路も
該当）を表示している

□

□

□

道路関係仕様を平面図に記載してある

維持課指導係
参 考 資 料都市計画法第32条協議（道路）図書のチェックシート

道路関係仕様

・横浜市が管理することとなる道路については、「土木工事共通仕様書」 及び

「土木工事施工要領（道路局）」に準拠すること。

・再生材は横浜市指定プラントを使用すること。

・コンクリートの水セメント比は、有筋で55％以下、無筋60％以下とすること。

・引込管敷設時の道路施設は、撤去・復旧を行うこと。

・舗装の復旧範囲については、土木事務所の指示によること。

・電柱類等の移設は、舗装復旧前に行うこと。

・横断グレーチング、集水桝の蓋は「細目・ボルト締め」とすること。

・計画変更があった場合は、事前に変更手続きを行うこと。

・道路帰属部分は舗装前に、路盤検査（中間）を受けること。
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